
 

 

資料２－４ 議案第２１６号 

東京都市計画地区計画 大山駅西地区 

の案に対する意見書の要旨 
 

 

東京都市計画地区計画 大山駅西地区の案を令和２年１０月２６日から２週間、公衆の縦覧に

供したところ、都市計画法第２１条第２項において準用する同法１７条第２項の規定により、本

件都市計画に関しない１通１名の意見書の提出があったため、参考として記載する。 

※意見書１通の中で複数の意見があるため、通数と件数は一致しない。 

 

 

名 称 意見書の要旨 板橋区の見解 

東京都市 

計画地区 

計画 

 

大山駅西 

地区 

１ 参考意見 

（１）道路整備や再開発に関する意

見 

道路整備や再開発が実行されると、

大山の街を分断・破壊してしまう。 

【意見数 １件】 

（２）その他の意見 

大山のまちの置かれている状況や

社会情勢などに関すること。 

【意見数 １件】 

 

 

 

  


